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第１章 計画の基本的事項について 

１ 計画策定の背景と目的 

南丹市(以下、「本市」という。)では、環境基本法第 36 条に基づき、平成 23 年５月に

「南丹市環境基本計画」を策定し、平成 29 年４月には計画の見直しを行うとともに、温室

効果ガスの計画的な排出削減を目指すための計画として、「南丹市環境基本計画（地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）含む）」（以下、「現行計画」という。）を策定しました。 

現行計画では、目指すべき環境像として、「自然と人が結びあう“いきいき”南丹市」を

掲げ、特に南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金による地域が主体となった環境

保全活動・地域活性化やエコツーリズム、バイオマスの有効活用などは、他市に先駆けて

進めてきました。 

また、現行計画策定後、少子高齢化や人口減少がさらに進行するとともに新型コロナウ

イルス感染拡大の影響を受け生活様式の多様化が進むなど社会情勢は日々変化してい

ます。地球環境に目を向けると、地球温暖化の進行に伴う猛暑日やゲリラ豪雨などの増加、

農林水産業の担い手の減少に伴う里地里山の管理不足や生物多様性の喪失、マイクロ

プラスチックによる海洋環境の汚染など、私たちを取り巻く環境は深刻化していくと予想さ

れます。さらにこれらの環境問題は環境分野にとどまらず、地域経済や住民生活にも波及

して深刻な影響を及ぼす可能性があります。 

「第２次南丹市環境基本計画」（以下、「本計画」という。）は、こうした状況を踏まえ、本

市を取り巻く環境面の課題や社会情勢に対応し、市民や事業者の参画と連携のもと、環

境に配慮した取組を進めるために策定するものです。 

なお、環境に関する取組と地球温暖化対策に関する取組は重複するものが多く、一体

的に取り組むことが重要であることから、「第２次南丹市環境基本計画」と「地球温暖化対

策実行計画（区域施策編）」を一冊にまとめ、連携を図ることにより、各種施策を効果的か

つ効率的に推進し、両計画を一体とした進行管理を行います。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、各種法令や国・京都府の環境基本計画・地球温暖化対策計画を踏まえるととも

に、「第２次南丹市総合振興計画」を環境面から実現する役割を持っています。 

また、本計画は地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）に基づく地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）の内容を含んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

●地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 

●南丹市バイオマス産業都市構想 

●一般廃棄物処理基本計画 

●南丹市景観計画 

・地球温暖化対策の推進に関する

法律 

・地球温暖化対策計画 

・環境基本法 ・第五次環境基本計画 

●南丹市都市計画マスタープラン 

●南丹市緑の基本計画 

●南丹市モデル地域創生プラン 

●南丹市地域創生戦略         等 

・京都府環境基本計画 

・京都府地球温暖化対策推進計画 ・南丹市美しいまちづくり条例 

整合 整合 

整合 

南丹市環境基本計画 地球温暖化対策実行計画(区域施策編) 

整合 

■関連計画 

第２次南丹市総合振興計画 
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３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和３（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間としま

す。また、その間の社会情勢の変化に柔軟に対応するため、施策や目標の進捗について

の点検を毎年行うとともに、５年を目途にそれらを総括し、必要に応じ計画の見直しを行

います。 

 

 

年 度 
R3 

2021 

R４ 

2022 

R５ 

2023 

R６ 

2024 

R７ 

2025 

R８ 

2026 

R９ 

2027 

R10 

202８ 

R11 

202９ 

R12 

2030 

R13～ 

20３１～ 

本計画 

（第２次計画） 
     

 
  

 

 
次期計画 

（第３次計画） 

４ 計画の対象 

本計画で対象とする環境の範囲は、以下のとおりです。 

計画の対象とする地域は、南丹市全域としますが、本市の約８割を占める豊かな山並み

や河川を軸とする広域的なつながりなど周辺地域との一体性を考慮し、広域的な観点も

対象に含めます。 

また、地球環境においては、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を包括することと

します。 

 

環境分野 具体的な環境 

人づくり 環境教育、環境活動、情報発信 など 

生活環境 大気、水質、騒音・振動、有害化学物質、環境美化 など 

地域環境資源 森林、里地里山、河川、生物多様性（動植物）、緑化、歴史・文化、景観 など 

資源循環 廃棄物、地産地消、河川を軸とする流域のつながり（水循環） など 

地球環境 
地球温暖化対策 など 

※地球温暖化対策実行計画(区域施策編)含む 

  

中間見直し 

▼ 

見直し 

▼ 

１０ 年 間 

見直し 
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５ 各主体の基本的な役割 

本計画における各主体の役割は以下に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市 民 

来 訪 者 事 業 者 

・ 日常的な事業活動が生活環境へ与

える影響の軽減 

・ 地域の清掃活動など地域環境保全

の取組への参加 

・ 廃棄物発生量の低減、３Ｒの推進に

よる循環型社会形成の取り組みへ

の協力 

・ 省エネルギーなどによる地球環境

保全の推進 等 

・日常生活における環境にやさしい行

動の実践 

・地域の環境資源の保全を目的とした

取組への参加 

・環境学習などイベントへの参加 

・廃棄物発生量の低減、３Ｒの推進によ

る循環型社会形成の取組への協力 

・省エネルギーなどによる地球環境保全

の推進 等 

市 

・ 環境保全の視点を重視した事業

の実施 

・ 市民、事業者への情報発信、環境

学習による意識向上 

・ 市職員の業務での環境に配慮し

た行動の実践 等 

--- 各主体の定義 --- 

■市民   本市で日常生活を営む者。 

■来訪者 通勤、通学、観光、レクリエーションなどで本市を訪れる者。 

■事業者 農林業、工業、商業などすべての産業について、本市で事業活動を行う者。 

■市    本市の行政を司る者。南丹市。 

本計画による環境保全および健全な環境づくり推進の中心的な役割を担うものとする。 
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６ 計画とＳＤＧｓの関連性 

SDGs（持続可能な開発目標，Sustainable Development Goals）とは、平成 27

（2015）年９月に国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための 17 の目

標と 169 のターゲットで構成される国際社会共通の目標のことです。 

SDGs は、気候変動や生物多様性など環境に関する項目だけでなく、地域経済や生活

など環境以外の分野についても幅広く目標が掲げられています。こうした目標の達成に向

けて取組を進めることは、現状の私たちの暮らしや環境をより良くするだけでなく、将来を

担う子どもたちのために、持続可能なまちづくりを発展させることにもつながります。 

本市では、このＳＤＧｓの実現を目指す視点を踏まえて施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【SDGs の 17 のゴール】 

資料：国連広報センター 
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【ＳＤＧｓの 17 の目標と内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国連広報センター 

目標 内容 
 10.人や国の不平等をなくそう 

国内及び国家間の格差を是正する。 

 11.住み続けられるまちづくりを 

都市と人間の居住地を包摂的、安

全、強靱かつ持続可能にする。 

 12.つくる責任 つかう責任 

持続可能な消費と生産のパターン

を確保する。 

 13.気候変動に具体的な対策を 

気候変動とその影響に立ち向かう

ため、緊急対策を取る。 

 14.海の豊かさを守ろう 

海洋と海洋資源を持続可能な開発

に向けて保全し、持続可能な形で利用

する。 

 15.陸の豊かさも守ろう 

陸上生態系の保護、回復及び持続可

能な利用の推進、森林の持続可能な管

理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止

及び逆転、ならびに生物多様性の損失

を阻止する。 

 16.平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発に向けて平和で包

摂的な社会を推進し、すべての人に司

法へのアクセスを提供するとともに、

あらゆるレベルにおいて効果的で責

任ある包摂的な制度を構築する。 

 17.パートナーシップで目標を達

成しよう 

持続可能な開発に向けて実施手段

を強化し、グローバル・パートナーシ

ップを活性化する。 

 

目標 内容 
 1.貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧

困を終わらせる。 

 2.飢餓をゼロに 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び

栄養改善を実現し、持続可能な農業を

促進する。 

 3.すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健

康的な生活を確保し、福祉を促進す

る。 

 4.質の高い教育をみんなに 

すべての人に包摂的かつ公正な質

の高い教育を確保し、生涯学習の機会

を促進する。 

 5.ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児の能力強化を行う。 

 6.安全な水とトイレを世界中に 

すべての人々の水と衛生の利用可

能性と持続可能な管理を確保する。 

 7.エネルギーをみんなに そしてク

リーンに 

すべての人々の、安価かつ信頼でき

る持続可能な近代的エネルギーへの

アクセスを確保する。 

 8.働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及

びすべての人々の完全かつ生産的な

雇用と働きがいのある人間らしい雇

用(ディーセント・ワーク)を促進す

る。 
 9.産業と技術革新の基盤をつくろ

う 

強靱なインフラを構築し、包摂的で

持続可能な産業化を推進するととも

に、技術革新の拡大を図る。 
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私たちは、環境をよくするために自ら考え、行動する、意欲のあ

る人を目指します 

意欲の 
ある人 

 

 

 

 

第２章 計画のめざすところ 

１ 基本理念 

本計画では、本市の現状や市民の環境に対する意識、南丹市総合振興計画などを踏ま

え、基本理念を明確にし、それに基づいて本市が目指す将来の環境像を示します。 

 

 

 

 

環境保全のためには、一人ひとりの日常生活やあらゆる事業活動が、地域の環境に

さまざまな影響を及ぼすことを認識し、行動することが重要です。環境を慈
いつく

しむ心を育

み、環境をよくするにはどうすべきか自ら考え、行動する、意欲のある人を目指します。 

 

 

 

 

一人ひとりの取り組みが一体となった時、大きな力が生まれ、まち全体の活気にもつ

ながります。環境を慈しむ心をとおして、人と人がきずなで結ばれたまちを目指すとと

もに、市外への結びつきも広げ、人が行き交うまちを目指します。 

 

 

 

 

私たちは、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型のライフスタイルを見直す必要が

あります。環境への負荷の低減に努め、限りある資源を大切にし、活かすことで、将来

にわたり良好な暮らしを保つとともに、まちの持続的な発展を目指します。 

 

 

 

 

豊かな自然環境は、私たちにさまざまな恩恵を与えてくれます。このかけがえのない

財産を将来に残すため、自然を愛し、自然環境と調和したまちづくりに努め、人と自然

の共生を目指します。 

 

私たちは、環境を 慈
いつく

しむ心をとおして「人と人」を結び、きずな

の強いまちを目指します 

きずな 
を結ぶ 

私たちは、限りある資源を活かし、持続的に発展するまちを目指

します 

資源を 
活かす 

私たちは、豊かな自然を守り、将来に残すため、人と自然が共に

生きるまちを目指します 

自然と 
共生 
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２ 目指す環境像 

前述した基本理念に基づき意識調査による市民の望む本市の将来の姿を踏まえ、目指

す環境像を以下のように定めます。 

 

--- 目指す環境像 --- 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、個性あふれる 4 つの地域が合併したまちです。 

るり渓、芦生原生林をはじめとする山林、そこから流れる由良川、桂川などの

河川、その間に形成された盆地に広がる農地といった、多様な自然環境が身近

に存在しています。 

この自然環境を背景に、自然の恵みを活かした特産品の開発や観光への活

用、バイオマスを活かした環境にやさしく災害に強いまちづくりを率先して行って

います。 

さらに、本市には、それぞれの地域に、人、環境活動団体、事業者、高等教育

機関などが存在し、環境を守るための様々な活動を進めています。 

こうして育んできた環境や人のつながりを市内外にも結びつきを広げること

で、環境を軸としたまちの発展を目指すとともに、国が掲げる地域循環共生圏や

南丹市総合振興計画で掲げる重点テーマ「住み続けたいまち・住んでみたいま

ち」の実現に貢献します。 

豊かな自然と人を守り育むまち 南丹 

～住み続けたい・住みたいまちづくりを目指して～ 

--- 環境像のキーワード --- 

『豊かな自然』   るり渓や芦生原生林、由良川など本市を特徴づける豊かな自然、また、意識調査で上位を

占めていた将来の環境イメージ「豊かな自然を大切にする」を示す 

『人』         環境保全活動や地域を支える南丹市全ての「人」を示す 

『守り育むまち』 本計画で対象とする環境は、ただ「守る」だけでなく、「育み」、次世代に引き継ぐことが大切

であり、本市ではこうした人と自然が共生した「まち」づくりを目指す 

『住み続けたい・住みたいまちづくり』 

総合振興計画では重点テーマ「住み続けたいまち・住んでみたいまち」が掲げられており、

本計画においても活動を担う人材の確保や育成のために住み続けたい・住みたいと思える

まちづくりを進めることが重要であることから、環境像のサブテーマとして設定 
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３ 施策体系 

本計画では、市民・事業者・市の各主体の方針を示した「主体別の取組」と各地域の方針

を示した「地域別の取組」の２つの視点から、本市の目指す環境像の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

意欲の 
ある人 

きずな 
を結ぶ 

資源を 
活かす 

自然と 
共生 

目指す環境像 

基 本 理 念 

基本目標等 

人 

づ 

く 

り 

生 

活 

環 

境 

地 

域 

環 

境 

資 

源 

資 

源 

循 

環 

地 

球 

環 

境 

※ 

園 

部 

地 

域 

八 

木 

地 

域 

日 

吉 

地 

域 

美 

山 

地 

域 

重点プロジェクト 

主 体 別 の 取 組 地 域 別 の 取 組 

豊かな自然と人を守り育むまち 南丹 

～住み続けたい・住みたいまちづくりを目指して～ 

※地球環境は、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を包括 
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第３章 主体別の取組 

１ 基本目標 

主体別の取組では、本市の目指す環境像を実現するため、「人づくり」「生活環境」「地

域環境資源」「資源循環」「地球環境」の５つの基本目標を定め、取組を進めます。 

 

 

 

 

  

 

 

基本目標１ 人づくり 
今ある環境を良くするには

どうすべきか自ら考え、進ん

で行動する人材を育成し、市

内外の結びつきの強化を目

指します。 

（写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 生活環境 

基本目標３ 地域環境資源 

基本目標４ 資源循環 

基本目標５ 地球環境 

良好な大気や水など生活

環境が確保され、ごみのポイ

捨てがない安全・安心で快適

なまちづくりを目指します。 

人と自然、人と歴史文化が

共生し、様々な恵みが将来に

わたって守り育まれるまちづく

りを目指します。 

森・川・里・人のつながりや

資源循環に関する意識や行

動が定着し、循環が進んだま

ちづくりを目指します。 

環境に配慮した行動や事

業活動が定着し、地球温暖化

対策が進んだまちづくりを目

指します。 

（写真） 

（写真） 

（写真） 

（写真） 
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基本目標 基本方針 環境保全施策 

１ 人づくり 
１ 環境に優しい地域づくり・

人づくりの推進 

１ 環境学習の推進 

2 地域の環境保全活動の取組支援 

３ 様々な主体間の連携・協働体制

の強化 

2 環境情報の共有 １ 環境情報の収集・発信 

２ 生活環境 
１ 安心安全に暮らせる生活

環境の保全 

１ 環境リスクの管理 

２ 有害化学物質への対策強化 

２ ごみのポイ捨て・不法投棄

のない美しいまちづくり

の推進 

１ ごみのポイ捨て・不法投棄対策の

強化 

３ 心が安らぐまちなかの緑

の保全・創出 

１ まちなかの緑の整備・維持管理の

推進 

３ 地域環境資源 
１ 森・里・川の保全・活用 １ 森林の保全・活用 

２ 農地の保全・活用 

３ 河川・ダム湖の保全・活用 

２ 生物多様性の保全 １ 貴重な動植物の保全 

２ 有害鳥獣・外来生物への対策強

化 

３ 歴史文化・景観の 

保全・活用 

１ 伝統ある歴史・文化や美しい景観

の保全・活用 

４ 地域資源を活用したまち

づくりの推進 

１ 地域循環共生圏の構築に向けた

仕組みづくり 

４ 資源循環 
１ 森・里・川・人のつながりづ

くりの推進 

１ 森・里・川・人のつながりに関する

意識醸成 

２ ３Ｒの推進 １ ３Ｒの取組強化 

２ 適正なごみ処理体制の整備 

３ プラスチックごみ削減対策強化 

４ 食品ロス削減対策強化 

５ 地球環境 
１ 地球温暖化対策の推進 １ 地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）の推進 

２ 地球温暖化対策実行計画（事務・

事業編）の推進 
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--- 基本目標と SDGｓの目標 --- 

 

基本目標 本計画で SDGｓの目標実現に貢献する内容 

１ 人づくり 
 ・学校教育や市民、事業者への環境学習等を通じて、持

続可能な開発を実現するために必要な知識等の普及を
進めます。 

 ・市民、事業者、各種団体、市が協働し、環境保全活動を
推進します。 

２ 生活環境 
 ・大気や水、土壌の汚染防止、有害化学物質の適正管理

の呼びかけ等により、健康被害を抑制します。 

 ・河川や水路、下水道の適正な管理により、河川水質の
汚染等を防止します。 

 ・緑地や公園の保全・維持管理を通じて、まちなかの緑の
保全と市民が憩える公共スペースの提供を図ります。 

 ・環境に配慮した生活、事業活動を促し、大気や水、土壌
の汚染や健康被害を防止します。 

 ・緑地や公園の保全・維持管理を通じて、生態系の保全を
図ります。 

３ 地域環境 

資源 

 ・本市の自然の恵みをエコツーリズムや環境学習の場と
して活用します。 

 ・河川やダムの適正な管理を推進します。 

 ・森林や河川の保全・再生を通じて、災害に強い基盤をつ
くります。 

 ・開発の際は、環境への配慮を徹底します。 

 ・森林や農地の保全を通じて、生態系の保全を図ります。 
・生物多様性についての情報発信や希少種の保護、外来
種対策を通じて、生物多様性を保全します。 

4 資源循環 
 ・木質バイオマスや家畜排せつ物などの有効活用を進

め、資源循環の進んだまちづくりを進めます。 

 ・３R を通じてごみの排出を抑制します。 
・製造から販売、消費に至る全ての段階における食品ロ
ス削減を推進します。 

 ・森・里・川・人のつながりについての情報発信やマイクロ
プラスチック対策などを通じて、広域的なつながりを保
全します。 

５ 地球環境 
 ・再生可能エネルギーの普及を図るとともに、省エネルギ

ー機器の導入を推進します。 

 ・災害に強いまちづくりを進め、気候変動への適応を推
進します。 

 ・上記の取組に加え、環境に配慮した行動や事業活動の
普及を推進します。 
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２ 主体別の取組 

ここでは、目指すべき環境像を実現するための具体的な主体別の取組を、基本目標ご

とに示します。それぞれの基本目標には、各基本目標に関連する現状と課題、基本目標の

進捗状況を把握するための指標、市が進める施策（市の取組）、市民・事業者が環境配慮

のために率先して進めるべき取組（市民の取組、事業者の取組）を示しています。 

ただし、「基本目標５ 地球環境」については、南丹市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）としての内容を併せ持っていることから、上記の構成とは異なっています。 

 

 

 

 

 

  

主 体 別 の 取 組 

基
本
目
標
１ 

人
づ
く
り 

基
本
目
標
２ 

生
活
環
境 

基
本
目
標
３ 

地
域
環
境
資
源 

基
本
目
標
４ 

資
源
循
環 

基
本
目
標
５ 

地
球
環
境 

-- 基本目標１～４の構成 --- 

■現状と課題 

各基本目標に関連する社会

情勢（世界・国・府・市の動き）

や関連する現状とそこから導か

れる課題を整理 

■指標 

基本目標の進捗状況を把

握・評価するための指標。現状

値と目標値、担当課を整理 

■取組 

▶施策（市の取組） 

市が進めるべき具体的な取

組を整理 

▶市民の取組、事業者の取組 

市民・事業者が進めるべき具

体的な取組を整理 

-- 基本目標５の構成 --- 

■基本的事項 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）としての基本

的事項（計画期間や対象など）を整理 

■現状と課題 

地球環境に関連する社会情勢（世界・国・府・市の動き）

と本市の温室効果ガス排出量の現状と将来推計値を整理 

■削減目標と指標 

温室効果ガス排出量の削減目標と、進捗状況を把握・

評価するためのエネルギー消費量などの指標を整理。 

なお、この削減目標は、地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）の目標値として位置付ける 

■取組 

▶施策（市の取組） 

市が進めるべき具体的な取組を整理 

▶市民の取組、事業者の取組 

市民・事業者が進めるべき具体的な取組を整理 
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①現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②指標 

指標名 単位 現状値 目標値 担当課 

     

     

 

 

  

 

 

基本目標１ 人づくり 

今ある環境を良くするには

どうすべきか自ら考え、進ん

で行動する人材を育成し、市

内外の結びつきの強化を目

指します。 

（写真） 

 

 

基礎調査報告書等から人づくりに関す

る現状と課題を整理予定 

貢献するＳＤＧｓ 
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③施策（市の取組） 

 

 

施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

  

環境保全施策１ 環境学習の推進 

 

●子どもたちに対する環境教育や学習の内容・教材の充実に努めま

す。 

●教育機関と連携を図りながら、学校教育における環境に関する活動

を推進します。 

●ＳＤＧｓの必要性や具体的な取組について学ぶ機会を設け、子ども

たちの意識啓発に努めます。 

●  

環境保全施策２ 地域の環境保全活動の取組支援 

 

●環境に対する関心・認識を深め、環境に配慮した行動を実践してい

くための啓発につながるイベントや自然観察会などの機会の創出・

提供に努めます。 

●「南丹市の環境を守り育てる会」をはじめ、環境保全活動に取り組む

市民や団体などへ活動支援を行います。 

●ＳＤＧｓの必要性や具体的な取組について学ぶ機会を設け、市民や

事業者の意識啓発に努めます。 

●  

環境保全施策３ 様々な主体間の連携・協働体制の強化 

 

●河川や森林など広域的な環境保全の実践に関しては、国や府、関連

自治体と連携して取組を進めます。 

●市民や事業者、団体、教育機関などと連携した協働事業を検討しま

す。 

●国や府、市が主催するイベントや研修などを通じて、市民団体や企

業、教育機関などが情報を共有・連携できる場の提供に努めます。 

 ● 

 

  

基本方針１ 環境に優しい地域づくり・人づくりの推進 

   ：質の高い教育をみんなに    ：パートナーシップで目標を達成しよう 
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施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

  

環境保全施策１ 環境情報の収集・発信 

 

●環境に関する最新の情報収集に努め、広報誌や市のＬＩＮＥなど様々

な媒体を用いて発信します。 

●市を取り巻く環境の状況や環境保全に関する取組の情報について

公表します。 

●国や府、市の支援の情報を提供します。 

●環境保全につながるイベントや講座を開催します。 

● ● 

 

  

基本方針２ 環境情報の共有 

   ：質の高い教育をみんなに    ：パートナーシップで目標を達成しよう 
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④施策（市民・事業者の具体的な取組） 

市民の具体的な取組 

貢献するＳＤＧｓ 

  

●環境の状況に関心を持ち、積極的に情報を集めましょう。 ●  

●環境に関するイベントや学習、保全活動の場に参加しましょう。 ●  

●環境保全活動の情報を発信し、活動の拡大を目指しましょう。  ● 

●ＳＤＧｓについて学び、実現に向けて取り組みましょう。 ●  

 

事業者の具体的な取組 

貢献するＳＤＧｓ 

  

●環境の状況に関心を持ち、積極的に情報を集めましょう。 ●  

●環境に関するイベントや学習、保全活動の場に参加・協力しましょ

う。 
●  

●CSR（社会貢献活動）や事業の環境情報を公表しましょう。  ● 

●ＳＤＧｓについて学び、実現に向けた事業活動を推進しましょう。 ●  

 

  

   ：質の高い教育をみんなに    ：パートナーシップで目標を達成しよう 
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①現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②指標 

指標名 単位 現状値 目標値 担当課 

     

     

 

  

 

 

基本目標２ 生活環境 

良好な大気や水など生

活環境が確保され、ごみの

ポイ捨てがない安全・安心

で快適なまちづくりを目指

します。 

（写真） 

貢献するＳＤＧｓ 

 

 

基礎調査報告書等から生活環境に関す

る現状と課題を整理予定 



 

 19 

③施策（市の取組） 

 

 

施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

    

環境保全施策１ 環境リスクの管理 

 

●府と連携して大気や水、騒音、土壌等の状況を継続的にモニ

タリングし、結果を公表します。 

●事業活動による大気汚染や水質汚濁などの防止に向けて、

啓発や指導などを行い、環境リスク管理を徹底します。 

●環境保全協定の締結を進め、事業者と連携した環境負荷の

低減を図ります。 

●大気環境の改善に向けて、自動車利用の抑制や低公害車の

普及を促進します。 

●野焼きや悪臭発生防止に向けて、啓発や指導などを行い、大

気への負荷低減を図ります。 

●公共下水道・集落排水への接続について、市民や事業者に呼

びかけます。 

●環境に関する苦情や相談に速やかに対応します。 

● ●  ●  

環境保全施策２ 有害化学物質への対策強化 

 

●国や府等で監視しているＰＭ2.5 や光化学スモッグ、放射線

などの情報を収集し、公表します。 

●化学物質による環境リスクを防ぐため、事業者における化学

物質の適正な管理を促します。また、市民においては農薬の

適正使用や削減、環境に配慮した農業の実践を進めます。 

● ●  ●  

 

  

基本方針 1 安心安全に暮らせる生活環境の保全 

   ：すべての人に健康と福祉を    ：安全な水とトイレを世界中に    ：住み続けられるまちづくりを    ：つくる責任つかう責任    ：陸の豊かさも守ろう 
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施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

    

環境保全施策１ ごみのポイ捨て・不法投棄対策の

強化  

 

●ごみのポイ捨て防止、ごみの持ち帰りなど環境美化の取組を

強化します。 

●清掃活動の呼びかけや活動を支援します。 

●ペットの散歩では、フンの持ち帰りを徹底するよう呼びかけ

ます。 

●不法投棄を防止するため、市民や団体などと連携して監視

パトロールを継続し、発生抑制に努めます。 

●府や警察などと連携して、不法投棄防止に向けた看板や監

視カメラの設置など対策を強化します。 

  ● ●  

 

 

 

施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

    

環境保全施策１ まちなかの緑の整備・維持管理の 

推進 

 

●公園や緑地の整備や、機能の充実に努めます。 

●身近な公園や公共用地においては、市民や企業などと連携

した緑化や緑の維持管理を進めます。 

●公共施設や街路においては、積極的に緑化を推進します。 

●事業所や住宅の敷地内の緑化や、地域での緑化活動などへ

の参加・協力を呼びかけます。 

●まちなかの公園や農地などは防災やレクリエーションの場な

ど多面的な機能を有するグリーンインフラとして活用を図り

ます。 

  ●  ● 

 

  

基本方針 2 ごみのポイ捨て・不法投棄のない美しいまちづくりの推進 

基本方針 3 心が安らぐまちなかの緑の保全・創出 

   ：すべての人に健康と福祉を    ：安全な水とトイレを世界中に    ：住み続けられるまちづくりを    ：つくる責任つかう責任    ：陸の豊かさも守ろう 
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④施策（市民・事業者の具体的な取組） 

市民の具体的な取組 

貢献するＳＤＧｓ 

    

●使った油を流さない、テレビや音楽の音量を適切にするなど

日常生活において環境や近隣に配慮しましょう。 
● ●  ●  

●ごみの焼却は行わず、適切に分別して捨てましょう。 ●     

●化学物質についての正しい知識を身につけましょう。 ●     

●近場に出かけるときは、徒歩や自転車の利用を心がけましょ

う。また、積極的に公共交通機関を利用しましょう。 
  ●   

●農薬は排水への影響を考慮して適量を使用しましょう。ま

た、環境に配慮した農業の実践を検討しましょう。 
●  ● ●  

●ごみは持ち帰り、ポイ捨てはしません。また、積極的に監視パ

トロールや美化活動に参加・協力しましょう。 
  ● ●  

●公園や緑地などを訪れ、積極的に自然とふれあいましょう。     ● 

●植樹や花壇づくりなど緑化活動に努めましょう。     ● 

 

事業者の具体的な取組 

貢献するＳＤＧｓ 

    

●環境や近隣に配慮した事業活動に取り組みましょう。 ● ●    

●自動車の適正な使用管理に努め、自動車の利用を減らすと

ともに、積極的に公共交通機関を利用しましょう。 
  ●   

●化学物質の適正な使用・管理を徹底しましょう。 ●     

●廃棄物は適正に分別・処分し、不法投棄は行いません。 ●  ● ●  

●まちの景観に配慮した事業活動を行うとともに、積極的に美

化活動に参加しましょう。 
  ● ●  

●公園や緑地などの維持管理や緑化活動に積極的に参加・協

力しましょう。 
    ● 

 

  

   ：すべての人に健康と福祉を    ：安全な水とトイレを世界中に    ：住み続けられるまちづくりを    ：つくる責任つかう責任    ：陸の豊かさも守ろう 
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①現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②指標 

指標名 単位 現状値 目標値 担当課 

     

     

 

  

 

 

基本目標３ 地域環境資源 

人と自然、人と歴史文化

が共生し、様々な恵みが将

来にわたって守り育まれる

まちづくりを目指します。 

（写真） 

貢献するＳＤＧｓ 

 

 

基礎調査報告書等から地域環境資源に

関する現状と課題を整理予定 
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③施策（市の取組） 

 

 

施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

    

環境保全施策１ 森林の保全・活用 

 

●府や関連機関と連携して適正な人工林の管理や森づくり活

動を進めます。 

●身近な里山や竹林の保全に向けて、林道・作業道の整備や

木材・林産物の活用を進めます。 

●事業活動による無秩序な森林開発の防止に向けて、啓発や

指導などを行い、豊かな森林を保全します。 

  ● ● ● 

環境保全施策２ 農地の保全・活用 

 

●府や関連機関と連携して、耕作放棄地の発生防止、農薬の

使用量削減や冬季湛水管理など環境にやさしい農業の普

及を進めます。 

●持続可能な農業経営に向けて、新規就農者への支援や農作

物のブランド化を進めます。 

●無秩序な市街地周辺の農地開発の防止に向けて、啓発や指

導などを行い、周辺の環境と調和した農地を保全します。 

  ● ● ● 

環境保全施策３ 河川・ダム湖の保全・活用 

 

●府や関連機関、地域住民などと連携して水と親しめる空間

を確保するとともに、水辺の美化を推進し、河川やダム湖の

保全を図ります。 

 ● ● ●  

 

 

  

基本方針 1 森・里・川の保全・活用 

   ：質の高い教育をみんなに    ：安全な水とトイレを世界中に    ：住み続けられるまちづくりを    ：つくる責任つかう責任    ：陸の豊かさも守ろう 
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施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

    

環境保全施策１ 貴重な動植物の保全 

 

●府や教育機関、地域住民と連携して希少野生動植物の分布

や生態に関する調査研究や情報発信など貴重な動植物の

保全に努めます。 

●るり渓や芦生原生林など本市の優れた自然の保全管理や

生きものに配慮した川づくりなどを通じて、動植物の生息・

生育環境の保全を進めます。 

●生物多様性に関する意識啓発を進めます。 

● ●   ● 

環境保全施策２ 有害鳥獣・外来生物への対策強化 

 

●計画的な有害鳥獣の捕獲を支援するなど、農林水産業など

への被害の防止に努めます。 

●捕獲した有害鳥獣の活用を進めます。 

●外来種に関する正しい知識の普及啓発に努めるとともに、

府と連携しながら外来種の分布拡大や侵入防止に努めま

す。 

● ●   ● 

 

  

基本方針 2 生物多様性の保全 

   ：質の高い教育をみんなに    ：安全な水とトイレを世界中に    ：住み続けられるまちづくりを    ：つくる責任つかう責任    ：陸の豊かさも守ろう 
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施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

    

環境保全施策１ 伝統ある歴史・文化や美しい景観の

保全・活用 

 

●かやぶき民家群を始めとする歴史文化遺産の保存に努め

るとともに、観光や環境学習の場として活用を進めます。 

●伝統行事や風習、食文化について資料や情報の収集・整理、

公開などに努めます。 

●緑豊かな自然景観や農村風景と調和した街並みづくりを進

めます。 

●空き家の有効活用や空き地の管理の指導などにより、景観

の悪化を防ぎます。 

●  ● ●  

 

 

 

施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

    

環境保全施策１ 地域循環共生圏の構築に向けた仕組

みづくり 

 

●地域循環共生圏の意味や具体的な取組について学ぶ機会

を設け、市民や子どもたちの意識啓発に努めます。 

●国定公園を始めとする地域にある資源や地域住民・関係者

の知見・経験を最大限活かし、観光や体験、ツーリズムなど

を進め、地域内外の経済・人・資源などの循環を進めます。 

●地域のまちづくりや活性化に向けた取組を支援します。 

●  ●   

 

  

基本方針 3 歴史文化・景観の保全・活用 

基本方針 4 地域資源を活用したまちづくりの推進 

   ：質の高い教育をみんなに    ：安全な水とトイレを世界中に    ：住み続けられるまちづくりを    ：つくる責任つかう責任    ：陸の豊かさも守ろう 
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④施策（市民・事業者の具体的な取組） 

市民の具体的な取組 

貢献するＳＤＧｓ 

    

●保有する山や田んぼ、畑を適正に管理しましょう。     ● 

●貴重な野生動植物をむやみに捕らないようにしましょう。  ●   ● 

●生物多様性や外来種の問題について知り、正しい知識を身

につけましょう。 
● ●   ● 

●公園や緑地、水辺などを訪れ、積極的に自然とふれあいま

しょう。 
● ●   ● 

●地域の歴史や文化に興味を持ち、その保存・継承に参加・協

力しましょう。 
●  ●   

 

事業者の具体的な取組 

貢献するＳＤＧｓ 

    

●自然環境や周辺の景観に配慮した事業活動や土地利用を

行いましょう。 
 ● ● ● ● 

●地域にある資源や地域住民・関係者の知見・経験を最大限

活かし、活用する地域に密着した新事業開発を検討しましょ

う。 
 ● ● ● ● 

●地域の歴史や文化に興味を持ち、その保存・継承に参加・協

力しましょう。 
●  ● ●  

 

  

   ：質の高い教育をみんなに    ：安全な水とトイレを世界中に    ：住み続けられるまちづくりを    ：つくる責任つかう責任    ：陸の豊かさも守ろう 
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（TOPIC 予定） 
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①現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②指標 

指標名 単位 現状値 目標値 担当課 

     

     

 

  

 

 

基本目標４ 資源循環 

森・川・里・人のつながり

や資源循環に関する意識

や行動が定着し、循環が進

んだまちづくりを目指しま

す。 

（写真） 

貢献するＳＤＧｓ 

 

 

基礎調査報告書等から資源循環に関す

る現状と課題を整理予定 
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③施策（市の取組） 

 

 

施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

   

環境保全施策１ 森・里・川・人のつながりに関する

意識醸成 

 

●府や下流域の近隣自治体、関連機関と連携して流域全体の

保全に努めます。 

●府や近隣自治体、関連機関と連携して国定公園を始めとす

る自然の保全に努めます。 

●生態系ピラミッドや地産地消など本市における森・里・川・

人のつながりについて学ぶ機会を設け、市民や子どもたち

の意識啓発に努めます。 

●市民や事業者に対して地元産物の購入・利用を促すととも

に、学校や観光施設における活用を進めます。 

● ● ● 

 

 

  

基本方針 1 森・里・川・人のつながりづくりの推進 

    ：住み続けられるまちづくりを    ：つくる責任つかう責任    ：陸の豊かさも守ろう 



 

 30 

 

 

施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

   

環境保全施策１ ３Ｒの取組強化 

 

●市民や事業者への啓発に努め、ごみを出さないライフスタイ

ルや事業活動の実践を進めます。 

●市役所や自治会などで廃食油を回収しバイオディーゼル燃

料としてバスの燃料などに利用している取組を周知し、廃

食油の回収を促します。 

●集団資源回収の支援を進めるとともに、市民意識の啓

発や各種リサイクル法などの周知に努めます。 

●環境負荷が小さい製品やサービスを選択するグリーン

購入の普及に努めます。 

● ●  

環境保全施策２ 適正なごみ処理体制の整備 

 

●ごみ回収ルートの見直しや収集・運搬車両の低公害車への

更新など効果的で効率的なごみ収集に努めます。 

● ●  

 

 

  

基本方針 2 ３Ｒの推進 

    ：住み続けられるまちづくりを    ：つくる責任つかう責任    ：陸の豊かさも守ろう 
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施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

   

環境保全施策 3 プラスチックごみ削減対策強化 
 

●使い捨てのプラスチック容器・包装・製品の使用を減らし、

マイバッグやマイ箸、マイボトルの普及啓発を進めます。 

●プラスチックの資源化に向けて分別回収やリサイクルの徹

底を周知啓発します。 

●化石由来プラスチックから再生プラスチックやバイオプラス

チックなどへの転換を促します。 

● ●  

環境保全施策 4 食品ロス削減対策強化 

 

●NO-FOODLOSS プロジェクト（食品ロス削減国民運動）を

普及啓発します。 

●宴会の食べ残しを減らす３０１０（サンマルイチマル）運動を

普及啓発します。 

●食品ロス削減につながる取組について情報を発信し、市民

や事業者の意識啓発に努めます。 

●京都府「食べ残しゼロ推進店舗」認定制度の情報を発信し、

認定を呼びかけます。 

●賞味期限の近い防災備蓄食品について、フードバンクへの

寄付や肥料にするなど有効活用を進めます。 

● ●  

 

 

  

    ：住み続けられるまちづくりを    ：つくる責任つかう責任    ：陸の豊かさも守ろう 
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④施策（市民・事業者の具体的な取組） 

市民の具体的な取組 

貢献するＳＤＧｓ 

   

●生態系ピラミッドや地産地消の大切さについて学び、出来

ることから取り組みましょう。 
● ● ● 

●地元の食材や食品の購入や利用など地産地消を心がけ実

践しましょう。 
● ●  

●使い捨て商品や過剰包装の商品など、ごみとなるものの購

入を控えましょう。 
● ●  

●生ごみの堆肥化や水切り、雑紙の分別などにより、ごみの

減量化に努めましょう。 
● ●  

●購入の際は詰め替えパックの利用など、再使用や修理がで

きるような製品を選択しましょう。 
● ●  

●地資源回収や廃食油の回収に協力しましょう。 ● ●  

●マイバッグやマイボトルを持参し、使い捨てプラスチックの

使用を控えましょう。 
● ●  

●食材の使い切りや食べきり、３０１０運動などにより食品ロ

スを減らしましょう。 
● ●  

 

事業者の具体的な取組 

貢献するＳＤＧｓ 

   

●飲食店や店舗では地元産物の利用や販売など地産地消を

心がけしましょう。 
● ● ● 

●排出される廃棄物の適正な分別・処理や減量化に積極的に

取り組みましょう。 
● ●  

●再利用可能な製品や包装の少ない製品などの製造・販売に

努めましょう。 
● ●  

●環境負荷が小さい製品やグリーン購入に努めましょう。 ● ●  

●使い捨てプラスチック製品の使用削減に努めましょう。 ● ●  

●食べきりメニューの設定やお客に３０１０運動への協力を促

すなど、食品ロスの削減に取り組みましょう。 
● ●  

 

  

    ：住み続けられるまちづくりを    ：つくる責任つかう責任    ：陸の豊かさも守ろう 
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（TOPIC 予定） 
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①基本的事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

 

 

基本目標５ 地球環境 

環境に配慮した行動や

事業活動が定着し、地球温

暖化対策が進んだまちづく

りを目指します。 
（写真） 

貢献するＳＤＧｓ 

 

 

●地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の計画期間 

・環境基本計画の計画期間と整合を図り、令和３（２０２１）年度から令和 12（２０３０）

年度までの 10 年間とします。 

基準年度    ：平成 25（2013）年度 

短期目標年度 ：令和 12（2030）年度 

中期目標年度 ：令和 22（2040）年度 

長期目標年度 ：令和 32（2050）年度 

●基準年度および目標年度 

・基準年度および目標年度は、次の

通り設定します。 

・なお、本計画では、持続可能な社

会の実現を目指した長期的な展望

のもと、中期・長期目標年度につい

ても設定します。 

●算定対象 

・本計画で対象とする温室効果ガスの種類と部門は、以下のとおりです。 

対象とする部門 

産業部門 第１・２次産業（農林業、鉱業、建設業、製造業） 

民生業務部門 第 3 次産業、地方公共団体 

民生家庭部門 家庭生活に関すること 

運輸部門 家庭、産業、事業からの移動に関すること（自

動車、鉄道） 

廃棄物部門 家庭、産業、事業からの廃棄物・排水に関する

こと 

農業部門 水田の作付、家畜の飼養などに関すること 

対象とする温室効果ガス 

二 酸 化

炭素 

（ＣＯ２） 

代表的な温室効果ガ

ス。化石燃料の燃料 

など 

メタン 

（ＣＨ４） 
天然ガスの主成分。 

廃棄物の焼却や稲作 

など 

一 酸 化

二窒素 

（Ｎ２Ｏ） 

廃棄物の焼却や排水

処 理 、 肥 料 の 使 用 

など 
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②現状と課題 

 

 

  

 

 
基礎調査報告書等から地球環境に関す

る社会情勢等を整理予定 
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石炭・石油製品

電力

その他燃料（灯油、LPG等）

自動車（貨物）

自動車（家庭）

鉄道

廃棄物処理

水田耕作、家畜飼養等

産業部門

36.4%

民生業務部門

10.7%
民生家庭部門

15.4%

運輸部門

26.1%

廃棄物部門

1.2% 農業部門

10.3%

温室効果ガス 

総排出量 

230.1 千 t 

(2017) 

●本市の温室効果ガスの 

排出特性 

・本市の平成29（2017）年度に

おける温室効果ガス総排出量

は、230.1 千ｔ-CO2 となって

います。 

・本市は産業部門及び運輸部門

の総排出量に占める割合が高

く、重点的な対策が必要です。 

・民生業務・民生家庭部門につ

いては、省エネ行動などの普

及が進み順調に温室効果ガス

の削減が進んでおり、引き続き

削減に向けた取組を進めるこ

とが必要です。 

・本市から排出される温室効果

ガスの約４割は電力由来であ

り、重点的な対策が必要です。 

15.2%

43.3%
4.0%

6.0%

16.0%

4.0%

1.2%
10.3%

温室効果ガス 

排出源 

の内訳 

(2017) 

109.2 105.7 96.4 93.7 83.7 
73.4 

29.7 29.8 
27.4 28.0 

24.6 
21.4 

49.7 45.0 
42.1 39.9 

35.4 
29.0 

64.7 
65.4 61.3 56.2 

60.0 
63.6 

2.5 

3.3 2.1 2.9 
2.7 

2.3 

25.5 

25.0 
24.5 24.2 23.6 

23.1 

0

50

100

150

200

250

300

2013(H25) 2014(H26) 2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2030(R12)

（千t-CO2)

産業部門 民生業務部門 民生家庭部門 運輸部門 廃棄物部門 農業部門

（基準年度） （現況年度） （短期目標年度）

281.4 274.1 253.7 244.7 230.1 212.8

－24％ 

（H29 年度比-8%） 

●本市の将来の温室効果ガス総排出量（将来推計値） 

・短期目標年度である令和 12（2030）年度における温室効果ガス総排出量は、約

212.8 千 t-CO2 であり、基準年度である平成 25（2013）年度と比べて約 24％減

少、現況年度である平成 29（2017）年度と比べて約８％減少すると予測されます。 

・令和 12（2030）年度の温室効果ガス排出量は、基準年度と比べて全ての部門で減

少すると予測されます。これは、本市の人口減少傾向が、薄く広く各部門に影響して

くるためと考えられます。 



 

 37 

281.4

230.1 212.8
188.4

126.6

56.3

0

50

100

150

200

250

300

２０１３

（H25）

２０１７

（H29)

２０３０

（R12)

２０３０

（R12)

２０４０

（R22)

２０5０

（R32)

(千t-CO2)

③削減目標と指標 

■削減目標 

本市の温室効果ガスの排出特性や国の「地球温暖化対策計画」などを踏まえ、以下の

とおり削減目標を設定します。 

 

基準年度 
削減目標 

短期※ 中期 長期 

20１３ 短期目標年度 

令和 12（２０3０）年度 

基準年度比－３３％ 

中期目標年度 

令和 22（２０４０）年度 

基準年度比－５５％ 

長期目標年度 

令和３2（２０５０）年度 

基準年度比－８0％ 

＜目標排出量＞ 

１８８．4 千 t-CO2 

＜目標排出量＞ 

１2６．６ 千 t-CO2 

＜目標排出量＞ 

５６．３ 千 t-CO2 

※削減目標の考え方や部門別の削減量目安については資料編を参照 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

■指標 

指標名 単位 現状値 目標値 担当課 

     

     

     

     

  

－８０％ －５５％ －３３％ 

（－１８％） 

参考： 

将来推計値 

長期目標年度 中期目標年度 短期目標年度 現況年度 基準年度 
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④施策（市の取組） 

 

 

環境保全施策１ 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の推進 

施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

   

省エネルギーの推進 

 

●省エネルギーにつながる行動や設備の情報を発信し、市民や

事業者の意識啓発に努めます。 

●COOL CHOICE（クールチョイス）を普及啓発します。 

●エアコンの使い方を見直し、涼を分かち合うクールシェアを

普及啓発します。 

●電力量計スマートメーターやデマンド監視装置など「電気の

見える化」に役立つ情報を発信し、普及を進めます。 

 ● ● 

再生可能エネルギーやバイオマスの利活用推進 

 

●市民や事業者に対して、再生可能エネルギー導入補助や導

入による効果等に関する情報を提供します。 

●市民や事業者に対して、廃食油の回収や生ごみの堆肥化、薪

ストーブの利用など、バイオマスの利用を促します。 

●市民や事業者、大学研究機関、関係団体など連携して、本市

の特性を活かしたバイオマス（木質バイオマス、バイオディー

ゼル燃料、バイオガス発電に伴う副産物など）の利用を進め

ます。 

●八木地域におけるバイオマス資源化施設について、環境学習

の場や災害時のエネルギー供給施設として引き続き活用を

図ります。 

● ● ● 

  

基本方針 1 地球温暖化対策の推進 

    ：エネルギーをみんなに そしてクリーンに    ：住み続けられるまちづくりを    ：気候変動に具体的な対策を 
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（TOPIC 予定） 
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施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

   

脱炭素社会の実現に向けたまちづくりの推進 

 

●ZEH（ゼッチ：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）や ZEB（ゼ

ブ：ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）、スマート・エコハウスの情

報を発信し、導入を進めます。 

●二酸化炭素排出係数が低い環境に配慮された電力やガスへ

の切り替えを呼びかけます。 

●公共交通機関の充実や自転車の利用環境向上により、移動

手段を自動車から公共交通機関や自転車へ転換することを

促します。 

●府と連携し、2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロ

を目指すまちづくりに向けた体制を構築するとともに、出来

ることから実践します。 

● ● ● 

地域のみどりの保全・創出 

 

●二酸化炭素の吸収源となる森林について、植林、保育及び間

伐の推進、間伐材の搬入路などの整備を進めます。 

●地域の豊かな木質バイオマスを、木材や木質チップ、薪など

として積極的に利用します。 

●緑のカーテンづくりなどにより、まちなかのヒートアイランド

対策を進めます。 

● ● ● 

 

  

    ：エネルギーをみんなに そしてクリーンに    ：住み続けられるまちづくりを    ：気候変動に具体的な対策を 
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施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

   

気候変動への適応 

 

●気候変動の現状や将来への影響について学ぶ機会を設け、

市民や子どもたちの意識啓発に努めます。 

●熱中症の増加を防ぐため、予防・対処法の普及啓発を進めま

す。 

●大雨や台風の増加による水害、土砂災害の頻発化・激甚化に

備えて、府などと連携して防災拠点の整備や機能の充実、ハ

ザードマップの普及啓発を進めます。 

●雨水の流出を抑制したり一時貯留のため、雨水タンクの導入

を促し、雨水の貯留・活用を進めます。 

● ● ● 

 

  

    ：エネルギーをみんなに そしてクリーンに    ：住み続けられるまちづくりを    ：気候変動に具体的な対策を 
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環境保全施策２ 地球温暖化対策実行計画（事務・事業編）の推進 

施策の内容 

貢献するＳＤＧｓ 

   

地球温暖化対策実行計画（事務・事業編）の推進 

 

●地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、率先して

公共施設に省エネルギー設備や再生可能エネルギーの導入

を進めます。 

●温室効果ガス排出量の多い施設については重点的にエネル

ギー削減対策を進めます。 

●職員を対象に、環境関連の情報提供や、定期的なセミナーの

開催に努めます。 

● ● ● 

 

  

    ：エネルギーをみんなに そしてクリーンに    ：住み続けられるまちづくりを    ：気候変動に具体的な対策を 
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⑤施策（市民・事業者の具体的な取組） 

市民の具体的な取組 

貢献するＳＤＧｓ 

   

●冷暖房の適切な温度管理や見ていないテレビは消すなど省

エネ生活を実践しましょう。 
● ● ● 

●家電などを買い替え・新規購入する時は、省エネルギー性能

の高い製品を選びましょう。 
● ● ● 

●家の建て替え・新築する時は、LED 照明や二重サッシの窓、

太陽光発電、蓄電池の導入など、ZEH や省エネルギー型の

住宅を検討しましょう。 
● ● ● 

●近くを移動する時は徒歩や自転車の利用に努めましょう。ま

た、遠くに移動する時は公共交通機関の利用に努め、移動に

かかる温室効果ガスを減らしましょう。 
● ● ● 

●地域のバイオマス活用に向けて生ごみの堆肥化や、家畜排せ

つ物由来の堆肥の利用、薪ストーブの導入など出来ることか

ら実践しましょう。 
● ● ● 

●夏場は緑のカーテンづくりに努めましょう。  ● ● 

●適応策について正しい知識を学び、日頃からハザードマップ

を確認し避難場所を確認するなど出来ることから取り組み

ましょう。 
 ● ● 

 

事業者の具体的な取組 

貢献するＳＤＧｓ 

   

●クールビズやウォームビズ、環境マネジメントシステムの取得

など、環境にやさしい事業活動を行いましょう。 
● ● ● 

●設備を買い替え・新規購入する時は、省エネルギー性能の高

い設備の選択や再生可能エネルギーの導入に努めましょう。 
● ● ● 

●事務所を建て替える時は、LED 照明や高効率給湯器、太陽

光発電、蓄電池の導入など、ZEB や省エネルギー型の建物

を検討しましょう。 
● ● ● 

●出張の際は公共交通機関の利用に努め、移動にかかる温室

効果ガスを減らしましょう。 
● ● ● 

●敷地内などの緑化に努めましょう。  ● ● 

●適応策について正しい知識を身に着け、出来ることから対策

を実践しましょう。 
 ● ● 

  
    ：エネルギーをみんなに そしてクリーンに    ：住み続けられるまちづくりを    ：気候変動に具体的な対策を 
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（TOPIC 予定） 
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３ 重点プロジェクト 

●重点プロジェクトの位置づけ 

目指す環境像を実現するため、前で示した５つの基本目標に基づいた施策を進めます

が、この中で短期的・集中的に進める取組を重点プロジェクトとして位置づけます。 

重点プロジェクトでは、これまで進めてきた環境関連の各種取組や地域環境資源、人

材などをベースに、取組のさらなる拡大・充実を目指します。 

なお、重点プロジェクトは以下の視点に注目し、本計画の中間見直しである概ね５年以

内を目安に、一定の成果をあげることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点プロジェクト抽出の流れ】 

５ つ の 基 本 目 標 

人
づ
く
り 

生
活
環
境 

地
域
環
境
資
源 

資
源
循
環 

地
球
環
境 

重点プロジェクト抽出の視点 

集中的、重点的に進める必要がある取組 

本市の独自性を重視する取組 

地域活性化への効果が期待できる取組 

将来を担う子どもが参加できる取組 

抽出 
地域の子どものアイデアを活かした取組 

重点① なんたん環境の人づくりプロジェクト 

重点② まるごと体験・学習ツーリズムプロジェクト 
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【重点プロジェクトと関連する施策】 

基本目標・方針 環境保全施策 重点① 重点② 

人 

づ 

く 

り 

環境に優しい地域づくり・人づ

くりの推進 

環境学習の推進 
〇 〇 

地域の環境保全活動の取組支援 
〇 〇 

様々な主体間の連携・協働体制の

強化 
〇 〇 

環境情報の共有 環境情報の収集・発信 
〇 〇 

生 

活 

環 

境 

安心安全に暮らせる生活環境

の保全 

環境リスクの管理 
〇  

有害化学物質への対策強化 
〇  

ごみのポイ捨て・不法投棄の

ない美しいまちづくりの推進 

ごみのポイ捨て・不法投棄対策の

強化 
〇  

心が安らぐまちなかの緑の保

全・創出 

まちなかの緑の整備・維持管理の

推進 
〇  

地 

球 

環 

境 

資 
源 

森・里・川の保全・活用 森林の保全・活用 
〇 〇 

農地の保全・活用 
〇 〇 

河川・ダム湖の保全・活用 
〇 〇 

生物多様性の保全 貴重な動植物の保全 
〇  

有害鳥獣・外来生物への対策強化 
〇  

歴史文化・景観の 

保全・活用 

伝統ある歴史・文化や美しい景観

の保全・活用 
〇  

地域資源を活用したまちづく

りの推進 

地域循環共生圏の構築に向けた

仕組みづくり 
〇 〇 

資 

源 

循 

環 

森・里・川・人のつながりづくり

の推進 

森・里・川・人のつながりに関する

意識醸成 
〇 〇 

３Ｒの推進 ３Ｒの取組強化 
〇 〇 

適正なごみ処理体制の整備 
〇  

プラスチックごみ削減対策強化 
〇  

食品ロス削減対策強化 
〇  

地 

球 

環 

境 

地球温暖化対策の推進 地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）の推進 〇 〇 

地球温暖化対策実行計画（事務・

事業編）の推進 〇 〇 

※「〇」は、重点プロジェクトと関連のある取組を示す  
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●重点プロジェクトの内容 

 

重点① なんたん環境の人づくりプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組例 

 

●将来を担う子どもたちが意見やアイデアを提案できる場として、各小中学校の代表児童・

生徒と市長が環境やまちづくりについて語る会議を開催します。 

●環境に関する出前講座の開催や、南丹市環境審議会の委員や環境関連団体を講師として

環境に関する講演や活動紹介などを行うことにより、子どもたちの環境に関する意識の

醸成を図ります。 

●国内外や市の環境について一緒に勉強する会などを開催します。 

●民宿や地域資源を活用したエコツーリズムを推進し、地域住民や観光客の環境に関する

意識醸成や人材の育成・確保につなげます。 

●広報誌や市のＨＰだけでなく、市の公式ＬＩＮＥや防災無線、南丹テレビなど様々な媒体を

通じて環境の情報を発信し、意識啓発につなげます。 

●「南丹市の環境を考える会議」の開催に向けた体制を整備し、環境に携わる人の連携強化

や環境保全活動の充実につなげます。 

 

  

キーワード 人材の育成・確保/将来を担う子どもの育成/地域内外の連携/ 

環境に関する意識醸成 

抽
出
の
視
点 

S

D

G
ｓ 

貢
献
す
る 

集中的、重点的に進める必要がある取組 

将来を担う子どもが参加できる取組 

地域の子どものアイデアを活かした取組 

--- ねらい --- 

どの環境分野においても活動を担う「人材の育成・確保」が重要となっており、

特に将来を担う子どもたちの意見やアイデアを抽出する場を設けることで、子ども

の環境に関する意識の醸成や活動への参加意欲を高めることにつなげます。 

また、市の環境について一緒に勉強する会の開催や防災無線や南丹テレビを活

用した啓発などを通じて、環境に携わる人材の育成・確保に努めます。 

既に活動をしている事業者や団体、大学生などが集まり情報の共有や環境に関

する企画・提案などを行う場として「南丹市の環境を考える会議」を整備し、環境に

携わる人の連携強化や環境保全活動の充実につなげます。 
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重点② まるごと体験・学習ツーリズムプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組例 

 

●京都丹波高原国定公園や府立るり渓自然公園、氷室の郷、スプリングスひよしなどは、本市

の優れた自然・歴史や農業を体験できる場として体験プログラムなどを充実します。 

●市内各地域の地域環境資源をつなげた回遊型ツアーの企画や地域の民宿を活用した田

舎暮らし体験など、地域経済の活性化にもつながる中・長期滞在型の観光やツーリズム

を進めます。 

●市内外の事業者や大学などと連携した体験プログラムの充実を図ります。 

●木質バイオマスや畜産排せつ物を活用した堆肥・液肥などバイオマスの利用普及に向け

た啓発を進めます。 

●薪・チップや太陽光発電、バイオマス燃料など再生可能エネルギーについて、積極的に公

共施設などでの利用を進めるとともに市民・事業者への普及を図ります。 

●バイオマス事業をテーマとした環境学習や観光振興、エコツーリズムなど、本市ならでは

の体験プログラムを検討・実践します。 

 

 

  

キーワード 総合振興計画の推進/地域環境資源の活用/バイオマスの活用 

--- ねらい --- 

本計画の上位計画である「第２次南丹市総合振興計画」では、異なる基本方針の

基本施策を連携させることにより、相乗的な効果が生まれ、効果の向上が見込ま

れる取組を「施策連携プロジェクト」として位置づけ、様々な主体と連携して推進す

ることとしています。 

この「施策連携プロジェクト」のうち、特に本計画と関連の深い「まるごと体験交

流ツーリズムプロジェクト」「バイオマスを中心としたグリーンプロジェクト」の推進

に向けて、市内の地域環境資源をつなげた回遊型ツアー・ツーリズムや、バイオマス

の活用、バイオマスを活用した交流や環境学習の実践などを進めます。 

抽
出
の
視
点 

S

D

G
ｓ 

貢
献
す
る 

本市の独自性を重視する取組 

地域活性化への効果が期待できる取組 
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第４章 地域別の取組 

１ 地域区分について 

本市の良好な環境の保全や活用のためには、第３章主体別の取組で示した各項目につ

いて、地域の自然や歴史文化などの資源や地域の環境特性・課題に配慮しつつ、人口や

産業などの社会特性に応じて取り組んでいくことが重要です。 

ここでは、それぞれ特色のある４地域（園部地域、八木地域、日吉地域、美山地域）ごと

に、市民アンケート調査結果や地域別のワークショップの結果なども踏まえ、各地域で求

められる環境配慮を地域別の取組として整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

美山地域 

八木地域 

日吉地域 

園部地域 
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（ワークショップ概要などを整理予定） 
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２ 地域別の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域を守るための取組例 

・るり渓自然公園は、四季の移ろいを感じられる地域の代表的な自然として、適切に保全すると

ともに、周辺の空き家・空き店舗の活用に努めます。 

・園部川や本梅川などの河川や小向山などの身近な里山は、現在も豊かな自然が残る場所とし

て保全・再生に努めます。 

・園部城跡や生身天満宮、摩気神社など本市を代表する歴史的な建物の保存・維持管理に努め

ます。 

・るり渓や小向山など園部地域の魅力ある場所を結んだハイキングコースの設定や見どころマップ

の作成を検討します。 

 

②地域をより良くするための市民のアイデア 

 

 

 

 

 

  

園 部 地 域 

園部地域 

地域特性を整理予定 

〇地域外から来る人のために、園部の魅力ある場所を結んだ

ハイキングコースの設定や、見どころマップの作成。 

〇教育委員会を活用したボランティアガイドの設置。 

〇ジビエのブランド化や流通システムの構築。 

〇若い人が来やすいように、市がＩターンやＵターンの仲介。 

〇世代によってさまざまな発信方法を使いわける。 

〇楽しみながら環境保全について知る・学ぶ機会となるごみ

拾い大会の開催                     など 

※令和元（2019）年に開催したワークショップの意見から抜粋しています。 
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③環境情報マップ 

 

 

 

  

 

地域に関連するアンケートなどを追加予定 
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①現状と課題 

 

①地域を守るための取組例 

・大堰川は、四季折々の自然が感じられ、地域のシンボルとなる自然として、適切に保全・再生に

努めます。 

・家畜排せつ物由来の堆肥や液肥を利用した環境に優しいお米や野菜づくりに努めます。 

・八木バイオエコロジーセンターの取組（家畜排せつ物を利用したバイオガス発電や堆肥・液肥な

ど）拡大に向けた仕組みづくりを検討します。 

・氷室の郷や八木バイオエコロジーセンター、浄化センターなどは、資源循環について学ぶ貴重

な場として活用に努めます。 

・氷室の郷や周辺の農地は、環境に配慮した農業などを体験できる場として活用に努めます。 

 

②地域をより良くするための市民のアイデア 

 

 

 

 

 

  

 

 

八 木 地 域 

八木地域 

〇学校教育で自然の大切さを学習する時間を設ける。 

〇観光資源を線でつなぎ、観光客にお金をおとしてもらう仕

組みづくり。 

〇農家民宿や体験型の民宿を増やす。 

〇歴史・文化を知るきっかけづくりとしてご当地検定を実施。 

〇都会の人を田舎の人（地元）が受け入れる体制づくり。 

〇地域間、既存の組織間の連携（体制づくり） 

                      など 

※令和元（2019）年に開催したワークショップの意見から抜粋しています。 

地域特性を整理予定 
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③環境情報マップ 

 

 

 

  

 

地域に関連するアンケートなどを追加予定 
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①現状と課題 

 

①地域を守るための取組例 

・牧山の松明や日吉神社の馬馳け、玉岩地蔵など地域に根づく歴史・伝統文化の保存・継承に努

めます。 

・中世木のセツブンソウやレッドデータブックにも載っている丸山など、地域の貴重な自然の保

全・維持管理に努めます。 

・市道や林道沿いの不法投棄対策として、看板の設置やパトロールを行うなど対策強化に努めま

す。 

・スプリングスひよしは、気軽に自然とふれあい体験できる場として活用に努めます。 

・日吉地域の豊かな木質バイオマスを活用する取組（間伐材の利用など）拡大に向けた仕組みづ

くりに努めます。 

 

②地域をより良くするための市民のアイデア 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

日 吉 地 域 

日吉地域 

〇ジビエの普及に向けて新しいポスターの作成や宣伝をして

はどうか。 

〇ポイ捨て防止に向けた看板や監視カメラの設置。 

〇地域の歴史文化を守るため、高齢者に伝承を聞き、郷土史

などに残していく。 

〇有償ボランティアの活用。 

〇地域のコミュニケーションの場づくり（協力体制構築） など 

※令和元（2019）年に開催したワークショップの意見から抜粋しています。 

地域特性を整理予定 
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③環境情報マップ 

 

 

 

  

 

地域に関連するアンケートなどを追加予定 
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①現状と課題 

 

 

①地域を守るための取組例 

・芦生原生林は、人の手が加えられていない貴重な植生が残っている自然として保全に努めま

す。 

・美山川、内久保のベニバナヤマシャクヤク、唐戸渓谷など、地域の貴重な自然の保全・再生に努

めます。 

・イノシシやシカなど捕獲した有害鳥獣の活用に努めます。 

・かやぶきの里は、地域のシンボルとなる文化として保全に努めます。 

・芦生原生林やかやぶきの里など、地域の優れた環境資源をエコツーリズムとして活用に努めま

す。 

 

②地域をより良くするための市民のアイデア 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

美 山 地 域 

美山地域 

〇木質バイオマスの活用を地域外に広げる仕組みづくり。 

〇ポイ捨て防止に向けた監視カメラの設置。 

〇地域の歴史文化を守るため、高齢者に伝承を聞き、郷土史

などに残していく。 

〇大学生との交流などを活用して環境保全に携わる人材を

確保してはどうか。 

〇子どもの内から環境に対して意識を持ってもらうような教

育の実践                            など 

※令和元（2019）年に開催したワークショップの意見から抜粋しています。 

地域特性を整理予定 
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③環境情報マップ 

 

 

 

  

 

地域に関連するアンケートなどを追加予定 
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 小中学生 
環境・まちづくり会議 

（市内の小中学生） 

●環境に関する取組の提案 

●まちづくりに関する取組の提案 

南丹市内 

 

 市 民 事業者 市民団体 
学校教育 

機関 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

市 

市 長 情報提供 協働・連携 

指示 報告 
南丹市の環境を考える会議 

（大学生、市民、事業者、学識経験者など） 

●実践的な取組の企画・提案 

●情報の共有、交換による連携・協働・支援 

●計画の進捗状況の点検・評価 

庁内推進会議 
（事務局、関係各課） 

○関係部局間における施策の調整 

○計画の進捗状況の管理 

○計画年次報告書の作成 

○計画や目標の見直し 

提言 

連携 

提言 報告 

南丹市環境審議会 

（市民、事業者、学識経験者） 

●計画の進捗状況の点検・評価 

●計画見直しなどについての提言 

●計画見直しへの答申（諮問） 

連携 

 

情報提供 提案 

情報提供・連携 

近隣自治体 関係機関 市 外 国・府 

第５章 計画の推進 

１ 推進体制 

環境基本計画と地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（以下、「両計画」という。）の

推進にあたっては、市民、事業者、市の協働のもと、取り組みを進める必要があります。こ

のため、以下のような推進体制を整備し、各主体が互いに連携しながら、計画の効果的な

推進を図ります。 
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●南丹市環境審議会 

南丹市美しいまちづくり条例に基づく市の付属機関で、市民・事業者・学識経験者によ

り構成されます。 

両計画の進捗状況や計画の見直しについて、市長からの諮問に応じ、調査・審議を行

い答申します。 

南丹市の環境を考える会議で企画・提案された取組内容について、事務局からの意見

を受け、意見を述べます。 

 

●南丹市の環境を考える会議 

両計画推進のため、大学生、市民、事業者、学識経験者により構成されます。 

計画の具体的な取組について企画・提案するとともに、情報の共有・交換による連携・

協働を推進します。 

また、市から計画内容の実施状況に関する報告を受け、計画の進捗状況を点検し、見

直しが必要な事項などについて提言します。 

 

●小中学生 環境・まちづくり会議 

両計画の推進に将来を担う子どもの意見を取り入れるため、各小中学生の代表児童・

生徒と市長が環境やまちづくりについて語り合う会議を設けます。 

市長から児童・生徒に環境やまちづくりについて情報提供を行い、啓発に努めるととも

に、児童・生徒から環境・まちづくりに関する意見やアイデアを頂き、必要に応じて両計画

の施策等に取り入れ、実践します。 

 

●庁内推進会議 

庁内における推進組織であり、事務局である環境課と関係各課で構成されます。 

各課間の連絡調整や計画に掲げる環境保全施策や重点プロジェクトなどの総合的な推

進にあたります。 

また、両計画の進捗状況を取りまとめて南丹市の環境を考える会議や南丹市環境審議

会に報告します。 
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２ 計画の進行管理 

●進行管理の基本的な考え方 

両計画に示した環境保全施策や重点プロジェクト、削減目標などの実行性を確保する

には、進捗状況の定期的な点検・評価や必要に応じて見直すことが重要です。 

このため、両計画では「計画 ⇒ 実践 ⇒ 点検・評価 ⇒ 見直し」の PDCA サイクルを

基本として取組の実効性を確保します。 

 

 

■計画（Plan） 

環境に関する社会情勢や上位計画などと整合を図るため、５年後を目途に全面

的な見直しを行います。 

 

■実践（Do） 

両計画に基づき、各主体が具体的な取組を実行します。 

 

■点検・評価（Check） 

毎年、重点プロジェクトおよび主な計画関連事業や指標の進捗状況を把握し、

計画の達成状況を評価します。 

 

■見直し（Action） 

評価結果に基づき、施策や取組内容を見直し、次年度以降へ反映させます。 

 

 

●進捗状況の把握と公表 

「南丹市年次報告書」により南丹市の環境の状況や施策・事業の取組状況、今後の取

組方針等の点検・評価結果を公表します。 

 


